
様式第３号 

堺市    第    号 

年   月   日 

様 

堺市長           □印  

 

堺市民営自転車等駐車場工事 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

   年  月  日付けで交付申請のあった堺市民営自転車等駐車場工事補助金につい 

ては、次のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

工 事 施 工 場 所 

 

工 事 内 容 

 □ 平置式        □ 立体機械式 

 □ 平置式屋根付 

□ 立体自走式     （   ）台収容 

補助金交付予定額 円       

補 助 金 交 付 日 
工事完了後、補助金確定のうえ、請求の日から 30日以内 

に支払うものとする。 

補 助 条 件 裏面記載のとおり 

 

 

 

 



  

補助条件 

 

 １ 工事が完了する日までに、駐車場の使用料、管理方法等について市長と協議するこ 

と。 

 ２ 工事の内容等を変更するとき、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき 

は、所定の承認申請書を市長に提出して、その承認を受けること。 

 ３ 工事が完了したときは、速やかに所定の工事完了届を市長に提出すること。 

 ４ 工事が申請どおりに施行されているかどうかについて担当職員が行う実地検査に協 

力すること。 

 ５ 補助金の確定通知を受けたときは、速やかに所定の請求書により補助金の請求を行 

うこと。 

 ６ 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の一部又は全部を取り消し、 

既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあります。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 補助金交付決定の内容及び交付条件等に違反したとき。 

(4) 補助金交付決定の日から起算して 6月以内に工事に着手しないとき、又は同日か 

ら起算して 1年以内に工事を完了しないとき。 

(5) 当該工事により設置し、又は整備した駐車場において駐車場の営業を行わないと 

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


